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は  じ  め  に  

 

交通安全対 策の総合的かつ計 画的な推進を図る ため、昭和 45年

６ 月 に 交 通 安 全 対 策 基 本 法 （ 昭 和 45年 法 律 第 110号 ） が 制 定 さ れ 、

国、地方公共団体、関係民間団体等が一体となって交通安全に関

する各種施策が展開されてきました。  

そ の 結 果 ､交 通 事 故 の 死 者 数 で み ま す と ､全 国 で は ､昭 和 45年 に

１ 万 6,765人 で あ っ た も の が ､平 成 14年 は 8,326人 ､平 成 22年 は

4,863人 ､平成 27年は 4,117人、 令和 ２年 は 2,839人と減少 していま

す ｡ 

愛 知 県 で は ､昭 和 46年 に は 725人 ､平 成 14年 は 398人 ､平 成 22年 は

197人 ､平成 27年は 213人、令和２年は 154人と推移しています ｡ 

本町におい ては、平成 12年ま では毎年 １人から ８人の方が亡く

な っ て お り ､平 成 13年 か ら 平 成 22年 ま で の 10年 間 、 平 成 23年 か ら

令和２年までの 10年間はいずれも４人で推移しています ｡ 

このことは 、国、地方公共団 体、関係民間団体 のみならず国民

を挙げた長年にわたる努力の成果と考えられます。  

しかしなが ら ､いまだに愛知 県では 減少してい るものの 年間 150

人 を 超 え る 方 が 交 通 事 故 で 命 を 失 い ､５ 万 人 を 超 え る 方 々 が 負 傷

されている厳しい状況が続いており ､死者数のみならず ､交通事故

全体の減少が喫緊の課題となっています ｡ 

こうした中 ､愛知県は ､第 11次愛知県交通安全計画（令和 ３年度

～ 令 和 ７ 年 度 ） を 定 め ､こ れ に 基 づ き 各 関 係 機 関 等 が 一 体 と な っ

て諸施策を推進し ､交通事故防止を図ることとしています ｡ 

 

本町においても ､県の交通安全計画を踏まえて ､令和 ３年度から

令和７年度までの交通安全対策についての大綱をまとめました ｡ 

今後はこの 計画を実効性のあ るものとし、本町 から交通事故を

絶滅するため、関係各位のご理解、ご協力をお願いいたします。  

 

  令和３年１０月  

              東郷町長  井  俣  憲  治  

  



 

 
目      次  

 

 

Ⅰ  基本構想  

計画の基本方針  …………………………………………  1 

Ⅱ  道路交通の現状・推移  

 1 交通事故の発生状況  …………………………………   2 

 2 道路交通情勢  …………………………………………   5 

  ⑴  自動車保有状況  ……………………………………  5 

  ⑵  道路情勢の推移  ……………………………………  5 

 3 交通安全施設整備状況  …………………………………  6 

 4 交通安全計画における目標  ……………………………  6 

Ⅲ  実施する施策  

 1 道路交通環境の整備  ……………………………………  7 

⑴   道路の整備  …………………………………………  7 

   ア  国県道の整備   

   イ  町道の整備   

⑵   交通安全施設等の整備  ……………………………  8 

   ア  道路防護柵、道路照明灯、区画線、カーブミラー、  

道路標識等の整備   

   イ  信号機、横断歩道の整備   

   ウ  通学路の安全対策  

  ⑶  総合的な駐車対策の推進  …………………………  9 

  ⑷  災害に備えた安全の確保  …………………………  9 



 

  ⑸  その他道路交通環境の整備  ………………………  9 

 

 

 2 交通安全思想の普及徹底   ……………………………  10 

⑴   幼児に対する交通安全教育  ………………………  11 

⑵   児童・生徒に対する交通安全教育  ………………  11 

⑶   若者に対する交通安全教育  ………………………  11 

⑷   高齢者に対する交通安全教育  ……………………  12 

⑸   交通安全運動の推進  ………………………………  12 

 3 安全運転の確保   ………………………………………  13 

⑴   道路・交通等に関する情報の充実  ………………  14 

⑵   運転者教育等の充実  ………………………………  14 

⑶    高齢運転者による事故が相次いで発生している  

状況を踏まえた安全対策の推進  …………………  14 

⑷   ドライブレコーダー設置普及促進  ………………  14 

 4 自転車の安全性の確保  ………………………………… 15 

 5 交通秩序の維持  ………………………………………… 15 

 6 救急・救助体制の継続  ………………………………… 16 

 7 損害賠償の適正化等  …………………………………… 16 

  



 

 

 

 

 

 

  Ⅰ     基 本 構 想                                               

 

  



1 

 

計  画  の  基  本  方  針  

 

我が国の本 格的な少子高齢化 と人口減少社会の 到来という時代

を迎え、また、厳しい経済・雇用環境が続く中で、これらの大き

な環境の変化を乗り越え、真に豊かで活力のある社会を構築して

いくためには、その前提として、町民全ての願いである安全で安

心して暮らせる社会を実現することが極めて重要である。  

交通事故に よる被害者数が、 災害や犯罪等他の 危険によるもの

と比べても圧倒的に多いことから考えると、交通安全の確保は、

安全で安心な社会の実現を図っていくため重要な要素である。  

本町では、 交通安全の確保に 関する施策の基本 を定め、町民の

安全で快適な生活の実現に寄与することを目的として、平成 12年

度に東郷町交通安全条例を制定し、平成 13年度を初年度とする東

郷町交通安全計画を策定し、以降５年ごとに見直しを行い、各種

施策を展開してきたところである。  

このたび、第４次 (平成 28年度～平成 32年度 )の計画期間が終了

することから第５次（令和３年度～令和７年度）の交通安全計画

を定めるものとする。  

この計画で は、交通事故のな い社会を実現する ことを究極の目

標とした上で、車と人が互いに安全を確保し、より調和のとれた

交通環境を構築するため、各種の交通安全対策を展開するととも

に、多様な公共交通手段を提供するなど 、自動車がなくても、歩

行者とりわけ幼児、児童、高齢者など交通弱者が安心して暮らせ

る安全で住みよいまちを目指すものとする。  

また、新型 コロナウイルス感 染症の影響は、様 々な課題や制約

が生じているほか、町民のライフ スタイルや交通行動への影響も

認められることから、交通事故発生状況や事故防止対策への影響

を、本計画の期間を通じて注視するとともに、必要な対策に臨機

に着手する。  

  



 

 

 

 

 

 

  Ⅱ   道路交通の現状・推移  
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1 交通事故の発生状況  

 

 本 町 の 交 通 事 故 に よ る 死 亡 者 数 は ､平 成 ８ 年 か ら 平 成 12年 ま で

の５年間で平均 3.4人であったものが ､平成 13年から平成 17年まで

の５年間では 0.6人と大幅に減少し ､平成 18年から平成 22年までで

は 0.2人 ､平 成 23年 か ら 平 成 27年 ま で で は 0.6人 、 平 成 28年 か ら 令

和２年では 0.2人であり ､ここ 20年以上は１人以下となっている ｡ 

 し か し な が ら 、 本 町 の 人 身 事 故 全 体 の 件 数 に 関 し て は ､減 少 傾

向にあるものの依然として毎年 120件を超える状況である ｡ 

このような 交通事故発生状況 下には、本町の持 つ特有の交通情

勢が少なからず影響している。  

 鉄道が整備されていない本町においては、マイカー依存度が高

く 、 ま た 町 内 を 横 断 す る 国 道 153号 豊 田 西 バ イ パ ス を 中 心 に 、 主

要幹線道路の整備や開通による町内通過車両の増加とともに、幹

線道路から住宅地域の生活道路を通り抜ける車両が増えているこ

とも、交通事故が減らない要因の一つと考えられる。  

 自 宅 か ら 500ｍ 以 内 の 生 活 道 路 で 交 通 事 故 に 遭 う ケ ー ス が 高 い

割合を占めていることに加え、最近の交通事故の特徴としては、

大型商業施設への町外からの来店に伴う交通事故が発生している

ことは注視すべき点である。  

今後は、道 路網の整備や、周 辺地域の商業地、 住宅地の開発に

伴う通過車両の更なる増加に加え、依然として低い交通モラルや

高齢化に伴う高齢運転者の増加等により事故の危険性が高まるも

のと考えられる。  
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表‐１  東郷町交通事故の状況  

                            

区  分  
 総   数   死   亡   重   傷   軽   傷  

物  件  
 件   人   件   人   件   人   件   人  

昭和 55  64  87   2   2      

   60  99  127   1   1      

 平成元   115  139   1   1   6   6  92  120   592 

   2  143  163   1   1   6   6  108  132   891 

   3  121  149   1   1   1   1  119  147   892 

   4  151  183   2   2   2   2  147  179  1,005 

   5  202  273   3   3   2   2  197  268  1,059 

   6  177  218   3   3   6   7  168  208  1,070 

   7  236  286   2   2   4   5  230  279  1,180 

   8  229  292   7   7   3   4  219  281  1,053 

   9  210  282   0   0   1   1  209  281  1,163 

   10  240  310   1   1   4   4  235  305  1,146 

   11  249  301   7   8   7   8  235  285  1,205 

   12  267  343   1   1  19  22  247  320  1,224 

 13 303 369   2 2 13 13 288 354 1,077 

 14 287 358 0 0 20 20 267 338 1,235 

 15 288 359 0 0 23 23 265 336 1,356 

 16 293 379 0 0 11 11 282 368 1,127 

 17 315 376   1   1 12 12 302 363 1,202 

 18 321 435   0   0 11 11 310 424 1,284 

 19 314 375   0   0 8 8 306 307 1,223 

 20 289 353   1   1 11 11 277 341 1,147 

 21 244 298   0   0 8 8 236 290 1,163 

 22 216 275   0   0 10 11 206 264 1,289 

 23 260 333   2   2 18 18 240 313 1,248 

 24 236 285   0   0 9 9 227 276 1,296 

 25 249 280   0   0 13 13 236 267 1,194 

 26 258 309   0   0 4 4 254 305 1,262 

 27 238 298   1   1 9 9 228 288 1,245 

28 220 259   0   0 7 7 213 252 1,341 

 29 197 239   0   0 9 9 188 230 1,288 

 30 147 177   0   0 6 7 141 170 1,260 

令和元  150 182   1   1 2 3 147 178 1,275 

    ２  123 159  0  0  5  5 118 154 1,077 
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表‐２  東郷町類型別人身事故発生状況  

                       （単位：件）  

 区  分   総   数  人と車 自転車と車 二輪と車 車と車 単独事故 

昭和 50    54   10   10    34  

   55    64   17    8    39  

   60    99   16   20   24   38    1 

 平成元    115    9   12   20   60   14 

   2   143   11   16   26   77   13 

   3   121   12   15   20   59   15 

   4   151   10   19   20   86   16 

   5   202   12   20   34   106   30 

   6   177   20   20   27   100   10 

   7   236   11   32   38   143   12 

   8   229   11   19   37   138   24 

   9   210   13   20   22   143   12 

   10   240   20   26   28   152   14 

   11   249   19   29   42   142   17 

   12   267   15   33   41   162   16 

 13 303 28 45 37 177 16 

 14 287 17 41 38 177 14 

 15 288 12 37 39 181 19 

 16 293 19 38 32 193 11 

 17 315 12 42 33 211 17 

 18 321 14 47 47 200 13 

 19 314 21 44 43 192 14 

 20 289 17 43 41 174 14 

 21 244 16 43 27 152 6 

 22 216 13 30 25 144 4 

 23 260 14 31 45 163 7 

 24 236 20 25 40 146 5 

 25 249 15 26 37 165 6 

 26 258 18 40 31 167 2 

 27 238 19 32 26 158 3 

28 220 21 32 24 141 2 

29 197 10 33 25 128 1 

30 147 9 18 18 100 2 

令和元  150 9 26 14 100 1 

 ２  123 13 11 22 77 0 
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２  道路交通情勢  

 

⑴  自動車保有状況  

  本町の 自動車登 録台数は ､平成 20年は 28,611台 ､平成 25年には

30,252台 、 更 に 平 成 30年 に は 31,633台 と 10年 間 で ､約 1.10倍 に

増加している ｡ 

  軽 自 動 車 に つ い て は ､平 成 23年 の 11,163台 か ら 令 和 ２ 年 に は

12,994台 と 1.16倍 の 増 加 と な っ て い る ｡特 に 軽 四 輪 乗 用 車 に つ

い て は 5,880台 か ら 7,737台 と 約 1.31倍 に 増 加 し て お り ､手 頃 な

価 格 に 加 え て 維 持 費 用 が 安 い こ と ､高 齢 化 の 進 展 に 伴 い 高 齢 者

の所有が増加したことによると思われる ｡ 

 

⑵  道路情勢の推移  

  本 町 の 道 路 網 は ､平 成 31年 ４ 月 １ 日 現 在 ､国 県 道 が 26.8㎞ ､舗

装 状 況 100% ､町 道 に つ い て は ､実 延 長 221.8㎞ ､舗 装 率 89.8%と な

っている ｡ 

  町内に鉄道駅がなく、市街地が分散している本町において道

路網の整備は都市形成に欠くことのできないものである。  

  今 後 は 、 本 町 の 骨 格 道 路 で あ る 国 道 153号 豊 田 西 バ イ パ ス 及

び主要地方 道瀬戸大府東海線 を補完する主要地 方道名古屋岡崎

線（都市計 画道路名古屋三好 線）及び主要地方 道諸輪名古屋線

（都市計画 道路名古屋春木線 ）の整備促進と、 東名三好インタ

ーチェンジ へのアクセス道路 （都市計画道路日 進三好線）に関

連する道路網が整備されるものと考えられる。  
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３  交通安全施設整備状況  

 

 道路網の整備に伴い、幹線道路、市街地を連絡する生活道路に

ついても整備が求められており、舗装、側溝蓋設置による道路幅

員の拡幅等は年々整備を進めている。  

 また、交通安全施設に関しては、信号機が町内に 72基設置され

ており、主要道路交差点には概ね整備されているものの、生活道

路の交差点及び通学路については 、信号機並びに横断歩道の設置

要望が多く出されている状況にある。  

 歩道設置についても整備は進み、一部通学路上において未整備

の箇所が見られるものの、安心して利用できる道路 ネットワーク

の形成が進みつつある。  

 一 方 、 カ ー ブ ミ ラ ー 392基 ､道 路 照 明 灯 146基 を 始 め ､防 護 柵 ､区

画線 ､視線誘導標の整備も年々充実されつつある (令和３年３月末

現在 )｡ 

 

４  交通安全計画における目標  

 

 交通事故のない社会を実現することは究極の目標であるが 、令

和３年度から令和７年度までの５年間の計画期間中の交通死亡事

故ゼロの日を継続することを目指す ｡ 

 

  



 

 

 

 

 

 

Ⅲ     実 施 す る 施 策                                 
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１  道路交通環境の整備  

 

⑴  道路の整備  

  本町の道路整備状況は、国道については概ね整備されている

が、県道に ついては市街化区 域周辺部における 整備は充足され

ているものの一部には未整備の区域が残されている。  

  また、町道については土地区画整理事業等で整備された住宅

地区では充 足されているもの の、従来からの市 街地においては

道路幅員が 狭く、見通しが悪 いなど危険な箇所 があり、その整

備が求められている。  

 

 ア  国県道の整備  

   国県道は、広域的な役割を持っており、道路 交通の円滑化

と、歩 車道分離による交 通安全の確保、通 過車両等による渋

滞の緩 和、地区市街地へ の通過車両流入を 防ぐことを目的と

しており、その整備、拡充を関係機関へ働きかける。  

   また、道路照明灯や道路標識等交通安全施設の充実につい

ても併せて要望していく。  

 

 イ  町道の整備  

   幹線町道１、２級については、市街化区域内での整備はほ

ぼ完了 しているが、周辺 部は都市計画道路 においても未整備

区間があり、十分といえない状況にある。  

   今後は、緊急性、事業効果等を綿密に検討し、計画的に推

進する ことが必要であり 、その他バリアフ リー化など歩行者

に優しい道路環境整備について町道全体として求められる。  

   特に自転車、歩行者の安全を確保するために自転車と歩行

者の分 離、区画線による 路肩の確保、狭隘 道路の側溝蓋の設

置、道 路幅員の拡幅や歩 道設置を進めると ともに、交差点の

改良等 （右折車線の整備 等）を行い視距の 確保など車両の運

行について円滑化を図る。  

また、国県道や町幹線道路から生活道路への通過車両の流

入を制限する対策を検討し、周辺住民の生活環境を確保する

よう努める。   
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⑵  交通安全施設等の整備  

  交通安全施設の整備については、 近年の全国的に発生してい

る交通事故 の状況等を分析し 、通行の安全 を確 保するよう整備

を進める。  

ま た 、 学 校 、 公 園 、 集 客 施 設 等 を 考 慮 し 、 施 設 へ の 誘 導 に つ

いて計画的に推進するものとする。  

 

 ア  道路防護柵、道路照明灯、区画線、カーブミラー、道路標識等

の整備  

   交通事故をもたらした要因や、学校、児童館等公共施設、

通学路 の周辺道路等にお いては、交通事故 防止の対策を強化

するとともに、優先的に順次整備を進めるものとする。  

特 に 、 道 路 幅 員 が 狭 く 、 歩 道 未 整 備 の 箇 所 に つ い て は 道 路

拡 幅 と と も に 歩 行 者 、 自 転 車 の 安 全 を 確 保 す る た め ガ ー ドパ

イプ等の整備、拡充を進める。  

一 方 、 市 街 地 内 の 生 活 道 路 交 差 点 や 道 路 線 形 未 改 良 の 箇 所

に つ い て は 、 区 画 線 、 カ ー ブ ミ ラ ー 、 道 路 標 識 の 充 実 に 努め

る。  

ま た 、 カ ー ブ ミ ラ ー 等 交 通 安 全 施 設 の 設 置 す る 余 地 の な い

箇所については、交通規制や啓発看板等の充実に努める。  

こ れ ら の 交 通 安 全 施 設 等 に つ い て は 、 老 朽 化 等 に よ る 機 能

低 下 を 防 ぐ た め 、 定 期 的 に 巡 回 し 、 補 修 、 更 新 を 図 る な ど維

持管理を充実する。  

 

 イ  信号機、横断歩道の整備  

   交通事故の多発している交差点、幹線道路等交通の安全を

確保す る必要のある箇所 において、信号機 の設置を公安委員

会に要望していく。  

   また、交通量の多い通学路、学校、公園周辺においては、

児童、 生徒等の安全を確 保し、 商業施設の 周辺においても、

住民の 利便の向上ととも に安全の確保を図 るため、押しボタ

ン式信 号機の設置や視認 性向上のための信 号機のＬＥＤ化、

横断歩道の整備等を関係機関に要望していく。
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 ウ  通学路の安全対策  

   通学路における交通安全を確保するため、学校、区・自治

会、関係事業者、愛知警察署、愛知県及び庁内所管課が連携

し、合同点検を実施するものとする。  

点検結果により、必要な対策内容を検討し、通学路の整備

を順次実施することにより、安全な歩行空間の確保に努める

こととする。  

また、区・自治会、ＰＴＡ、学校ボランティア、交通指導

員、町内事業所等の方々により登下校時の保護・誘導を行う

などし、児童生徒の安全確保に努めるものとする。  

 

⑶  総合的な駐車対策の推進  

  本町では、住宅地の開発が進み、ベッドタウンとしての性格

が強まる中で、住宅地内の道路に違法駐車が見られる。  

これらの違法駐車車両は、通行車両の視界、緊急消防車両等

の通行を妨げるとともに、子どもの飛び出し等を招き交通事故

発生の危険性を高めている。  

  特に、夜間の違法駐車は住民の交通安全を確保する上で支障

となっている。  

  そのため車両所有者に駐車モラルの向上を高めることが重要

であり、区・自治会への助言、資料提供等に努めることとす る。  

  また、幹線道路及び市街地における駐車禁止等の交通規制と

違法駐車の指導、取り締まりを関係機関に要請する。  

 

⑷  災害に備えた安全の確保  

南海トラフ地震等の大規模な災害が危惧される中、災害に備

えた道路交通を確保するため、道路ストックの点検、橋りょ

う、地下埋設物等の耐震補強等防災対策を推進する。  

 

⑸  その他道路交通環境の整備  

  運転手に注意を促す道路のカラー 塗装や、道路整備の際にで

きたわずか な空間を有効利用 して、都市環境の 向上に貢献する

「ポケットパーク」などの整備に努める。
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な お 、 交 通 安 全 確 保 を 目 的 と し て 、 地 域 の 方 々 や 関 係 機 関 の

協 力 を 得 て 、 通 学 路 の 点 検 を 行 う 「 交 通 安 全 総 点 検 」 を 引 き 続

き計画的に実施する。  

  

２  交通安全思想の普及徹底  

 

 近年、交通事故の発生件数、交通事故による死者数及び死傷者

数が減少していることを鑑みると、これまでの交通安全計画に基

づき実施してきた対策には、一定の効果があったものと考えられ

る。  

道路環境の 整備が進み、歩行 者を感知するセン サー付きの自動

車など車両の安全性の向上が図られているものの、人身事故の第

一原因の 9割以上を運転者側が占めている状況である。  

 車社会の一員として、あらゆる年代がその責任を改めて自覚し、

交通安全意識の高揚を図り、人命尊重を基本理念に、交通安全思

想の普及、教育の推進を図ることが求められている。  

 特に交通弱者である子ども、高齢者等には、 いろいろな機会を

とらえ啓発、教育活動を進めるとともに、青少年等には職場、地

域等関係機関が連携を保ちながら、社会全体で長期的、継続的に

交通教育を推進することが重要である。  

 なお、交通指導員についても適正な人員の確保と配置に努める。  

また、近年 では、「あおり運 転」、「アクセル とブレーキの踏

み間違い」及び「ながらスマホ」が引き起こす事故の重大性、危

険性が指摘されている。  

このため、従来の交通安全対策を基本としつつ、社会経済情勢、

交通情勢の変化等に柔軟に対応するとともに、交通事故に関する

情報の収集、分析を充実し、より効果的かつ有効と見込まれる対

策を推進する。  
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⑴  幼児に対する交通安全教育  

  本町では、幼児期より交通安全思想を理解させることが大切

であると考 え、町内の幼児や 保護者を対象に、 警察を始めとす

る関係機関の協力を得て、幼児交通安全教育を実施している。    

交 通 安 全 の 意 義 、 交 通 ル ー ル を 守 る こ と の 大 切 さ を 、 紙 芝 居 、

Ｄ Ｖ Ｄ 、 交 通 安 全 啓 発 キ ャ ン ペ ー ン 等 を 活 用 し 、 幼 児 が よ り 興

味 深 く 理 解 を 深 め る こ と が で き る よ う に 努 め る と と も に 、 資 材

の 一 層 の 充 実 を 図 り 、 あ ら ゆ る 角 度 か ら 教 育 を 実 施 す る 。   

ま た 、 学 ん だ こ と を 実 際 に 日 常 生 活 の 中 で 活 用 す る 能 力 を 高 め

る た め 、 町 交 通 児 童 遊 園 や 保 育 園 園 庭 を 利 用 し 、 信 号 機 の 見 方 、

道 路 の 横 断 方 法 等 を 身 に 付 け る こ と を 目 標 に 安 全 指 導 に 努 め る 。  

  保護者については幼児の特性に対する理解を深め、家庭生活

の中に交通 安全教育を取り入 れ、根気よく教育 を続けることの

意義を周知するとともに、交通安全父母の会を通し、各種講演 、

研修会への参加を呼びかける。  

 

⑵  児童・生徒に対する交通安全教育  

  小中学校の児童・生徒については、交通安全教育を学校教育

活動の中に組み入れ、計画的、組織的に実施する。  

  小学校においては、日常生活の中で危険を回避し、安全に行

動できる能 力を養うことを目 標として、登下校 時などに交通ル

ールを守る ことの意義を指導 する。また、警察 を始め とする関

係機関の協 力を得て、交通安 全教室を開催し、 自転車の正しい

乗り方等を指導する。  

中 学 校 にお いて は、 小 学 校で 培っ てき た こ とを 一層 充実 さ せ 、

交 通安全 に対す るモ ラル、 マナー 遵守 の重要 性を指 導す るとと

も に交通 安全運動の 趣旨を 理解させ交 通安全 意識の高揚 を図る。  

さ ら に 、小 中 学 生及 び 高 校生 に 自 転車 乗 車 用ヘ ル メ ット の 着

用 を促進 し、自 転車 乗車時 の事故 によ る重大 化を防 止し 、ヘル

メット着用の重要性を周知する。  

 

⑶  若者に対する交通安全教育  

  本町の交通事故は若者の占める割合が比較的高い傾向にある。
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  若者は、次の世代を担う中心的な存在であり、若者の交通事

故をなくす ことは急務である と考えられる。自 主自立した社会

人として育 成するため、高等 学校、企業、地域 及び関係機関が

一体となって交通安全教育を推進する。  

二 輪 車 に つ い て は 、 あ ら ゆ る 機 会 を 通 じ て 、 二 輪 車 の 持 つ 特

性 を 伝 え 、 暴 走 行 為 の 絶 滅 な ど モ ラ ル の 向 上 、 マ ナ ー の 徹 底 を

図る。  

ま た 、 運 転 免 許 を 取 ら な い 若 者 の 増 加 に 鑑 み 、 運 転 免 許 を

持 た な い 若 者 や 成 人 が 交 通 安 全 に つ い て 学 ぶ 機 会 を 設 け る よ

う努める。  

 

⑷  高齢者に対する交通安全教育  

  高齢者の交通事故が多い中、高齢者を対象にした交通安全教

育の実施は大きな意義を持っている。  

  本町では、現在老人クラブなどを通じ、ＤＶＤ上映や参加体

験型等の交 通安全教室の開催 を始め、高齢者福 祉大会時の講話

や交通安全 キャンペーンなど を通して交通安全 意識の高揚に努

めてきたところである。  

併 せて 、夕暮 れから 夜間 におけ る歩行 者の 被視認 性の向 上に

効果のある反射材の着用促進を図る。  

  今後も高齢者の特性に即した実践的な交通安全教育を行う必

要がある。また、各組織に交通安全指導者、リーダーを養成し、

自主的、継 続的に活動が行わ れるよう町、警察 等関 係機関が連

携をとり、指導、援助をすすめていくことが大切である。  

  さらに、高齢化の一層の進展に的確に対応し、高齢者が安全、

安心して外 出できるよう、高 齢者自身の交通安 全意識の向上は

もとより、 地域の見守り活動 を通じ、地域が一 体となって高齢

者の安全確保に取り組むよう努める。  

 

⑸  交通安全運動の推進  

  本町では現在、町交通安全推進協議会を中心に、愛知警察署

を始め、交 通安全協会愛知支 部、愛知安全運転 管理協議会、交

通安全父母の会、各小・中学校及び高等学校、ＰＴＡ、町内事
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業 者、各 保育園 、児 童館、 女性防 災ク ラブ、 消防団 、町 議会議

員 、区・ 自治会 など 関係機 関の連 携の もと、 年 ４回 の交 通安全

町民運動を核に各種交通安全活動を実施している。  

 中でも町 交通安全 推進協議 会の実施 する交通 安全町民 運動は、

町 内各種 団体、 機関 の協力 のもと 全町 民参加 を目標 とし 、交通

事故撲滅に向け活発な活動を行っている。  

  とりわけ、運動期間中実施する街頭監視活動は、道路を利用

する全ての 人（歩行者、自転 車、ドライバー） を対象にしてお

り、交通安 全意識の高揚、交 通モラルの向上、 マナーの遵守に

一定の成果を上げている。  

 し か し な が ら 、 一 方 で は 活 動 の 形 骸 化 、 参 加 者 の 固 定 化 な ど

組 織 、 事 業 内 容 が 硬 直 化 し て い る 面 も み ら れ 、 今 後 は 、 各 関 係

機 関 、 団 体 間 の 連 携 を 密 に し 、 協 力 関 係 を 深 め な が ら 運 動 組 織

を 強 化 す る と と も に 、 活 動 内 容 に つ い て も 地 域 性 、 各 機 関 の 持

つ 特 性 を 考 慮 し な が ら 、 よ り 発 展 的 、 効 果 的 な も の に す る こ と

が求められている。  

 併 せ て 、 幼 児 、 児 童 及 び 高 齢 者 に つ い て は 、 交 通 安 全 運 動 時

の キ ャ ン ペ ー ン へ の 参 加 を 積 極 的 に 促 す と と も に 、 地 域 で の 自

主的活動へと発展するよう誘導する。  

 区 ・ 自 治 会 、 老 人 ク ラ ブ 、 子 ど も 会 な ど に つ い て は 町 、 警 察

と の 連 携 を 密 に し 、 積 極 的 、 自 主 的 な 交 通 安 全 運 動 を 推 進 で き

るように指導、助言を行う。  

 一 方 、 町 民 の 交 通 安 全 意 識 の 高 揚 を 図 る に は 、 民 間 交 通 安 全

団体の活動、協力が不可欠である。  

 民 間 事 業 所 に つ い て は 、 資 料 提 供 等 を 行 い 、 社 内 で の 交 通 安

全 教 育 の 充 実 、 強 化 を 求 め て い く と と も に 、 町 交 通 安 全 運 動 へ

の 参 画 、 更 に は 独 自 の 交 通 安 全 運 動 の 展 開 が 可 能 と な る よ う 誘

導する。  

 ま た 、 町 内 の 民 間 事 業 所 に よ る 交 通 安 全 推 進 団 体 組 織 等 を 設

立 し 、 町 、 地 域 が 、 警 察 と と も に 、 官 民 一 体 と な っ て 、 交 通 事

故を防止するため、町民の交通安全意識の高揚を図る。  

 

３  安全運転の確保  
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⑴  道路・交通等に関する情報の充実  

  ドライバーへの適切な道路交通情報を提供することは、交通

事故を防止 し、安全、円滑か つ快適な交通環境 を確保する上で

必要不可欠 であるため、道路 ・交通等に関する 情報を迅速かつ

的確に提供 する道路交通情報 提供装置（交通情 報ラジオ）につ

いて、必要に応じて町内基幹道路に整備するよう、公安委員会  

に要望していく。  

 

⑵  運転者教育等の充実  

  高齢社会の到来に伴い、ドライバーにも高齢化が進んでいる

ことから、 判断力や反射神経 が衰えている高齢 ドライバーに対

し、自己の 運転能力を知るこ とができるような 講習等を実施す

る。高齢者 に対し、運転免許 証の自主返納 に対 する支援を継続

することにより、交通事故の加害者となるリスクを減らす。  

  また、シートベルト及びチャイルドシートの正しい着用の徹

底、飲酒運転撲滅及び運転中の携帯電話等の使用禁止について、

関係機関・ 団体と連携して交 通安全教室、交通 安全運動等あら

ゆる機会を通じて啓発を行う。  

 

⑶  高 齢 運 転 者 に よ る 事 故 が 相 次 い で 発 生 し て い る 状 況 を 踏 ま

えた安全対策の推進  

ペ ダ ル の 踏 み 間 違 い な ど の 運 転 操 作 ミ ス 等 に 起 因 す る 高 齢

運 転 者 に よ る 事 故 が 発 生 し て い る こ と を 踏 ま え 、 高 齢 運 転 者

が 自 ら 運 転 す る 場 合 の 安 全 対 策 と し て 、 所 有 車 両 を 安 全 運 転

で き る よ う 性 能 を 向 上 さ せ る 取 組 み を 推 進 し 、 安 全 運 転 サ ポ

ート車の普及促進等の車両安全対策を推進する。  

 

⑷  ドライブレコーダー設置普及促進  

  交通安全意識の向上、あおり運転の抑制及び交通事故の原因

判明に効果 的なドライブレコ ーダーの設置・普 及を促進し、交

通事故の抑制を図る。  
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４  自転車の安全性の確保  

 

 自 転 車 の 安 全 利 用 を 確 保 す る た め 、 関 係 機 関 ・ 団 体 と 連 携 し

て「安全基準マーク表示」に関する普及啓発活動を推進する。  

日 常 の 街 頭 活 動 を 始 め 、 自 転 車 教 室 の 開 催 等 あ ら ゆ る 機 会 を

通 じ て 自 転 車 の 安 全 な 乗 り 方 の 指 導 と 自 転 車 点 検 整 備 の 徹 底 を

図り、自転車利用者の安全確保に努める。  

 特 に 、 自 転 車 の 通 行 時 の ル ー ル 及 び ス マ ー ト フ ォ ン 等 の 操 作 、

画 面 を 注 視 な が ら の 乗 車 、 イ ヤ ホ ン 等 を 使 用 し て 安 全 な 運 転 に

必 要 な 音 が 聞 こ え な い 状 態 で の 乗 車 の 危 険 性 等 に つ い て の 周

知・徹底を図る。  

併 せ て 、 歩 行 者 と 衝 突 し た 際 に は 加 害 者 と な る 側 面 が あ る こ と

から、令和３年 10 月１日から義務化された自転車損害賠償責任

保険等への加入を促進するよう努める。  

ま た 、 夕 暮 れ の 時 間 帯 か ら 夜 間 に お け る 自 転 車 の 被 認 視 性 の 向

上に効果のある反射材の普及促進を図る。  

 さ ら に 、 自 転 車 乗 車 時 の 重 傷 化 の 要 因 と な る 頭 部 の 負 傷 を 防

止 す る た め 、 着 用 を 努 力 義 務 と さ れ た 自 転 車 乗 車 用 ヘ ル メ ッ ト

の着用促進を図る。  

※「安全基準マーク」  

・ ＳＧ（一般財団法人製品安全協会が安全基準に適合認証） 

・ ＪＣＦ（公益財団法人日本自転車競技連盟が安全基準に適合認証） 

・ ＣＥ（欧州連合が安全基準に適合認証） 

・ ＧＳ（ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合認証） 

・ ＣＰＳＣ（米国消費者製品安全委員会が安全基準に適合認証） 

 

５  交通秩序の維持  

 

 飲酒運転、無免許運転、暴走運転、危険運転の根絶の気運を高

めるための広報活動を積極的に行うほか、家庭、学校、職場、地

域などあらゆる場所においてＰＲしていく。  

 また、暴走行為や違法運転をする者の集合場所として利用され

やすい施設等の管理の徹底や地域における関係機関・団体と協同
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し、暴走行為ができない道路交通環境づくりを行うとともに、暴

走族追放の気運を高めるための広報活動を積極的に行う。  

 

６  救急・救助体制の継続  

 

 交通事故に起因する救助活動機会の増加及び事故内容の複雑多

様化に対処するため、尾三消防本部に１台及び東郷消防署に１台

を始め管内に 12台の救急車を配備するとともに、愛知医科大学病

院のドクターヘリや藤田医科大学病院のドクターカーについても

出動要請し、近隣の救急病院に搬送して負傷者の救命を図ってい

る。また、大規模な交通事故事案に 当たっては、近隣市町村の応

援協定に基づき処理を行うこととしている。  

 

７  損害賠償の適正化等  

 

 交通事故による損害賠償は、近年複雑化し、専門的な知識が要

求されてきている。  

 そこで交通事故被害者等の救済のために、愛知県民相談・情報

センター、県民相談室等での交通事故相談を交通事故当事者が活

用できるよう周知を図る。  

 また、交通災害世帯等の救済のため、関係機関が緊密な連携を

保ち、被害者世帯が社会保障制度各般の援護処置をできる限り利

用できるよう努める。  


